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令和３年度 特別の教育課程の実施状況等について（足利市） 

 

栃木県  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

足利市立けやき小学校（外２１校） 足利市教育委員会 公立 

 

１．学校における特別の教育課程の編成の方針等に関する情報 

学 校 名 特別の教育課程の編成の方針等の公表 URL 

足利市立けやき小学校（外２１校） https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/soshiki/a95/ 

 

２．特別の教育課程を編成・実施している学校及び自己評価・学校関係者評価の結果公表に

関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 学校関係者評価結果の公表 

足利市立けやき小学校 https://www.city.ashikaga. 

tochigi.jp/soshiki/a95/ 

https://www.city.ashikaga. 

tochigi.jp/soshiki/a95/ 足利市立青葉小学校 

足利市立東山小学校 

足利市立桜小学校 

足利市立毛野小学校 

足利市立毛野南小学校 

足利市立山辺小学校 

足利市立南小学校 

足利市立三重小学校 

足利市立山前小学校 

足利市立北郷小学校 

足利市立大月小学校 

足利市立名草小学校 

足利市立富田小学校 

足利市立矢場川小学校 

足利市立梁田小学校 

足利市立久野小学校 

足利市立筑波小学校 

足利市立御厨小学校 

足利市立坂西北小学校 

足利市立葉鹿小学校 

足利市立小俣小学校 

   

 

 

 

 



３．特別の教育課程の内容 

（１）特別の教育課程の概要 

平成３０・３１年度の新学習指導要領移行期間に小学校全学年において、特別の

教育課程を編成し実施してきた「英会話学習科」を、継続して取り組んでいく。 

 足利市が平成１５年度より取り組んできた英会話学習の内容と外国語活動・外

国語科の内容を関連づけた独自の年間指導計画を作成し、「話すこと」「聞くこと」

を中心に、より実践的な場面で英語を使う体験を重視した内容とし、英語による

コミュニケーション能力の育成を図る。 

 

（２）必要となる教育課程の基準の特例 

   ① 小学校で「英会話学習」を実施する。 

（小学校全学年：年間１０時間） 

② 小学校第１，２学年については、「生活科」の時間を１０時間削減して「英会話学

習」に充てる。 

③ 小学校第３学年以上については、「総合的な学習の時間」を１０時間削減して「英

会話学習」に充てる。 

④ 評定評価は行わない。 

 

（３）学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性 

本市では、「足利市の教育目標」に、国際社会に生きる日本人としての自覚を重要

な柱の一つとして位置付けている。特に児童期・青年期の重点目標として「日本及び

世界の国々に対する関心と理解を深め、国際社会に生きる日本人としての自覚を高め

る」をかかげ、その具現を目指してきた。ＡＬＴの招へいや姉妹都市との青少年国際

交流、総合的な学習の時間等における国際理解分野の学習活動の展開などを通し、子

供たちの英語によるコミュニケーション能力の育成に努めてきた。 

 また、平成１５年に構造改革特別区域（特区）の認定を受け、英語によるコミュ

ニケーションの基礎的な能力を培うために、市内全小学校の全学年対象に現行の教育

課程の基準によらない「英会話学習」を実施することとなった。生きた英語に触れる

機会を設けるため、外国語指導助手（ALT）の配置に加え、足利市内および近辺に在

住している外国人を小学校英語活動協力員（EAA）として採用し、全ての学年、全て

の授業で担任と ALT および EAA によるティームティーチングで指導できるようにし

た。平成２５年には市内全２２校に小学校英語活動協力員（EAA）を配置し、学校行

事、清掃、給食など授業以外の場面でも児童とふれあう機会を作り、日常的に外国人

とのコミュニケーションが図れるようにした。 

 これまでの取り組みは、英語によるコミュニケーションを重視したものであるた

め、児童は英語に抵抗感なく楽しく取り組むことができている。またティームティー

チングによる指導を通して、担任が中心となって指導を進める体制が確立し、教師も

主体的に英会話学習の指導にあたっている。 

 本市では、国の示す小学校外国語活動や外国語科の内容を確実に実施するととも

に、これまで取り組んできたことの成果を踏まえ、国が示す授業時数に加え、独自の

英会話学習の時間を設定し、「英語を使って自分の思いや考えを相手に伝えることが

できる子どもの育成」を目指す。そのためには、実践的な場面で英語を使う体験を積

ませることが重要であることから特別の教育課程を編成し、実施する必要性がある。 



 

（４）特例の適用開始日 

平成２１年４月１日：特例の適用開始。 

平成３０年４月１日：特例変更の適用開始。 

令和２年４月１日 ：特例変更の適用開始 

平成１５年８月２９日に構造改革特別区域（特区）の認定を受け、特別の教育課程（英

会話学習）を実施している。 

 

（５）取組の期間 

令和６年度まで。 

 

４．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ○・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ○・実施している 

   ・実施していない 

 

５． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している学校の教育目標との関係 

本市では、「足利市の教育目標」に、国際社会に生きる日本人としての自覚を重要な柱

の一つとして位置付けている。特に児童期・青年期の重点目標として「日本及び世界の

国々に対する関心と理解を深め、国際社会に生きる日本人としての自覚を高める。」を

かかげ、その具現を目指している。本特例は、小学校段階において、異なる文化をもつ

人々と積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲や、態度・能力を身につけるこ

とができるよう、英会話学習科を設置するものである。そのため、ＡＬＴやＥＡＡ（英

語活動協力員）を配置し、指導内容を工夫した英会話学習の授業を通して子供たちの英

語によるコミュニケーション能力の育成に努めてきた。 

英会話学習の授業を楽しみにしている姿や簡単な英語を使って友人同士やＡＬＴ・Ｅ

ＡＡとコミュニケーションをとる姿が見られた。日常の学校生活でＡＬＴ・ＥＡＡと交

流ができることはコミュニケーション能力の育成に寄与していることが確認でき、今後

も継続した配置ができるようにする。また５，６年生の英語チャレンジＤＡＹで初めて

出会うＡＬＴ・ＥＡＡとの交流を通して外国語や外国の文化に対する興味・関心の高ま

りが見られたことに加え、英語が話せるようになりたいと思う児童もおり、英会話学習

が英語を使う機会となっていることが確認できた。 

しかし、英語に対して苦手意識がある児童も少なからずいることことや学年があがる

につれ、意識や積極性の差が生まれるという課題は継続してみられている。 



 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

第５、６学年に設定している「英語チャレンジＤＡＹ」においては、市内１校でニュ

ージーランドの子供たちとオンラインでの英語による交流授業を実施でき、市内小中学

校での交流授業や市内小学校２校の同学年でのオンライン交流授業と新たな取り組み

を行い、特色ある教育活動を展開することができた。目標を明確にし、英語を話す場の

設定が英語を使って自分の思いや考えを相手に伝える必要性を生み出すことができる

とともに、外国への興味関心の高まりや異文化理解にも役立ち、交流授業を通してお互

いの学習意欲の喚起につながることも確認できた。 

英語チャレンジＤＡＹの更なる効果的な活用や学年での段階的な内容の充実を図る

ことについては、今後も工夫・改善が必要である。 

 

６．課題の改善のための取組の方向性 

英語を通じて積極的にコミュニケーションを図ろうとする力を育てることはもと

より、児童の思いや考えを英語で伝える発信力の育成を図るためには、児童にとって

興味関心が高まるような内容を今後も研究し、コミュニケーションの目的や場面、状

況を設定した上で、実際のコミュニケーションにおいて有効となる表現などを繰り返

し使う経験を積ませることで自信をつけさせることが英語に対する苦手意識や意欲

の向上には必要がある。 

異なる習慣や文化をもつ人々と共に生きていく資質や能力、コミュニケーション能

力を身に付けさせるには、ＡＬＴやＥＡＡの存在がとても重要であり、今後も継続し

て配置できるようにすることや限られた時間の中での連携が図れるよう、ＡＬＴやＥ

ＡＡの研修を見直し、充実を図りたい。 

また、英会話学習の指導内容については、英会話学習モデル校による先導的な指導

内容の実践と小学校英語教育アドバイザーの指導助言、本市の英語教育アドバイザー

など専門家による助言をいただきながら改善を図っていきたい。 


